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主治医意見書作成料の請求について 

 

（１）はじめに 

 

本会は、栃木県内の介護保険者から委託を受け、介護保険主治医意見書作成料の請求受付

及び支払処理を行っております。 

栃木県内の医療機関等において作成された主治医意見書は各市町に提出し、主治医意見

書作成料請求書は、毎月 1日～10日までの間に、本会へ提出することになります。 

※他県保険者の請求書の提出先につきましては、該当の保険者にご確認ください。 

 

本会では主治医意見書作成料について保険者に請求し、医療機関等に支払いを行います。 

支払先の口座は、「介護給付費の請求及び受領に関する届」において指定された口座番号に

なります。 

 

主治医意見書作成料請求書事務処理の概要図 
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（２） 添付書類について 

 

主治医意見書作成料請求書を提出される際には、提出方法（郵送・持参）にかかわらず 

・介護報酬請求書等送付書  

・介護保険 主治医意見書作成料請求総括票 

以下に記載の書類を添付のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。 

 

下記より、様式をダウンロードできます。 

 栃木県国民健康保険団体連合会ホームページ <http://www.tochigi-kokuho.jp/> 

  ≫ 介護サービス事業者のみなさまへ 

   ≫ 各種様式集 

    ≫ ２．介護保険 主治医意見書作成料請求総括票 

      ３．介護報酬請求書等送付書 

 

 

〇 介護報酬請求書等送付書の記載例 

 

※注意事項 

・１事業所につき 1枚にまとめてご提出ください。 

→月遅れ分がある場合は、当月分の件数とまとめてご記載ください。 

 

主治医意見書作成料請求書の 

合計件数をご記載ください。 

※総括票は含まない 
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〇 介護保険 主治医意見書作成料請求総括票の記載例 

 

※注意事項 

・請求書が 1枚のみであっても必ず総括票を添付してください。 

・月遅れ分があっても総括票は 1枚のみとなります。 

・保険者番号順（当月分・月遅れ分を一緒）に綴って、左上をホチキス等で留めてください。 

 

送付書 総括票
左上をホチキスで留める

または紐で縛る
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電話番号 （ ）

※

円

円

円

円

介護保険　主治医意見書作成料請求書　　

診
断
・
検
査
費
用

　　　　　　　合　　　計

検
　
査

尿中一般物質定性・半定量検査

血液化学検査

　　　診　　　断

内　　　　訳

月分

　１　在宅　　　２　施設 円

令和

日

年

診断・検査費用請
求
額

令和

金額　１　新規　　　２　継続

消費税

意見書料

被保険者番号

意見書作成料 種別

被
保
険
者

年

月

生年月日

作成依頼日 令和

月

　　　　合　　計

点　　　　数

胸部単純Ⅹ線撮影

血液一般検査

―

依頼番号

意見書作成日

令　和

保険者番号

月

性　別

１．男　２．女

　１．明治　２．大正　３．昭和　

請
求
機
関

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

月 日

年

摘　　　　要

年

〒

保

険

者

確

認
日 日年

点数合計×10円

意見書送付日

円

事業所番号

事業所
名称

所在地

①介護保険の被保険者番号

介護保険被保険者番号、氏名、

生年月日、性別 全て記載

②意見書を作成した年月

③介護保険保険者番号

④事業所番号
「09」に続けて10桁で記載

※保険医療機関は「091」に続けて
※7桁の医療機関コードを記載

⑤意見書作成日
意見書を作成した年月日を記入

⑦金額
税抜の金額を記載

⑨請求額
合計 (意見書作成料+診断・検査費用) × 消費税相当額
＝ 請求額合計 <1円未満切り捨て>

注意！
診断・検査費用は、必要な診察・検査を
行った場合のみ記入してください

⑥種別
必ず どちらかを選択する

⑧消費税
（1円未満切り捨て）

（３） 主治医意見書作成料請求書の記載について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①～⑨は全て必須項目となっております。 

 記入漏れのないよう、ご提出の前にご確認くださいますようお願いいたします。 

※被保険者番号がＨで始まる番号の方、栃木県以外の保険者分については、 

本会では取り扱っておりませんので、該当の保険者に直接ご提出ください。 

 

 

円滑な事務処理のため、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 


